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諏訪市スポーツ協会規約 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本協会は、諏訪市スポーツ協会と称する。 

（組織） 

第２条 本協会は、別表１（諏訪市スポーツ協会加盟各協会一覧表）の各協会をもって組織し市民を主

体とする。 

（目的） 

第３条 本協会は、アマチュアスポーツの健全なる普及発達、市民の体位向上と体育文化の進展を図る

ことを目的とする。 

（事業） 

第４条 本協会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。 

(1) 体育・スポーツに関する諸計画を実施し、競技力向上及びその技術を指導すること。 

(2) 年度毎に、市民スポーツ競技会を開催し、協賛すること。 

(3) 体育・スポーツに関する講習会、講演会などを開催し、または協賛すること。 

(4) 体育施設の拡充強化に努めること。 

(5) その他、本協会の目的に適する事業を行うこと。 

（事務局） 

第５条 本協会の事務局は、諏訪市教育委員会事務局内に置く。 

第２章 役職員 

（役員） 

第６条 本協会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長 １ 名 

(2) 副会長 若干名 

(3) 理事長 １ 名 

(4) 理 事 各協会若干名（常任理事を含む。） 

(5) 監 事 ２ 名 

（会長） 

第７条 会長は理事会の推薦で決定し、本協会を代表する。 

（副会長） 

第８条 副会長は会長が指名し、会長を補佐する。 

２ 会長事故あるときは、副会長のうち１名が会長の任務を代行する。 

（理事長） 

第９条 理事長は会長が指名し、本協会の会務庶務を処理する。 

（理事） 

第10条 理事は、第２条に掲げる各協会が各協会長を含め３名を推薦し、その内１名は常任理事とする。 

２ 会長、副会長は、常任理事の資格を有する。 

３ 会長は、必要に応じて別に学識経験者の中から常任理事若干名を指名することができる。この場合、

理事会に報告しなければならない。 

４ 理事・常任理事は、本協会の運営に参画する。 

（監事） 

第 11 条 監事は、理事会の推薦で決定し、本会の業務及び会務を監査する。 

（役員の任期） 

第 12 条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は任期満了後も、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 



（顧問・参与） 

第 13 条 本協会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が推挙し本協会の重要事項について諮問に応ずる。 

３ 顧問及び参与の任期は１期２年とし、再任を妨げない。 

（専門委員会） 

第 14 条 本協会の事業遂行のため、特に必要があるときは専門委員会を設けることができる。 

２ 専門委員会の設置目的、名称等は常任理事会で決め委員は会長が指名する。 

（職員） 

第 15 条 本協会の事務を処理するため、事務局に次の職員を置くことができる。 

(1) 事務局長 １ 名 

(2) 会  計 １ 名 

(3) 事務局員 若干名 

２ 事務局員は、会長が委嘱する。 

第３章 会議・執行機関 

（理事会） 

第 16 条 理事会は、本協会の議決機関であって、会長が必要と認めたとき、又は理事３分の１以上の要

請により会長が招集する。 

２ 会議は、出席者の過半数によって決する。 

（理事会に付議すべき事項） 

第 17 条 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。 

(1) 事業計画の議決 

(2) 予算の議決、決算の認定 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の改正 

(5) 加盟団体の決定 

(6) その他重要事項 

（常任理事会） 

第 18 条 常任理事会は、会長が必要と認めたとき会長が招集する。 

２ 各協会選出の常任理事が、事故等により常任理事会を欠席する場合代理者を出席させなければなら

ない。 

３ 常任理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 

(1) 第 17 条に定める理事会付議事項 

(2) その他必要事項 

（総務委員会の設置） 

第 19 条 本協会事業の企画・立案・運営を担当する執行機関として総務委員会を設ける。 

２ 総務委員会は、会長・副会長・理事長及び会長が指名する総務委員により構成し次の事項を審議・

担当する。 

(1) 事業計画及び予算(案)の立案 

(2) 事業報告・決算報告作成 

(3) 賛助金・寄付金の募集活動 

(4) 役員選考に関する意見具申 

(5) 規約改正(案)立案 

(6) 本協会加盟希望団体の審査 

(7) 行政との接渉・調整窓口 

(8) その他本協会の運営に関する事項の事前審議 

３ 総務委員会の運営については、別に定める総務委員会運営基準による。 

 

 



第４章 加盟及び脱退 

（加盟） 

第 20 条 本協会に加盟しようとする団体は、別に定める加盟金をそえ次の書類を会長に提出し、理事会

で出席理事４分の３以上の同意を得なければならない。 

(1) 加盟申請書 

(2) 規約 

(3) 役員名簿(役員は市民を主体とする。) 

(4) 事業計画書（予算を含む。） 

(5) 過去の事業実績(３年間の事業内容及び決算書) 

（脱退） 

第 21 条 本協会を脱退しようとする団体は、理由をそえて会長に届け出なければならない。この場合既

に収めた加盟金及び分担金は還付しない。 

第５章 経理 

（経費） 

第 22 条 本協会の経費は分担金、加盟金、補助金、寄附金などをもってこれに充てる。 

２ 分担金は１各協会年額５千円とし、毎年４月３０日までに納入するものとする。 

３ 加盟金は、１各協会２万円とする。 

（会計年度） 

第 23 条 本協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わるものとする。 

第６章 雑則 

（この規約に定めのない事項の取り扱い） 

第 24 条 この規約に定めのない事項または細部事項については、総務委員会において協議決定し事後常

任理事会に報告するものとする。 

（この規約の改廃） 

第 25 条 この規約の改廃は、総務委員会が立案し常任理事会の議を経て理事会がこれを決定する。 

 

附 則 

 この規約は、昭和４１年４月１日から施行する。 

 昭和４１年度役員の任期は、昭和４１年４月１日から起算する。 

この規約は、昭和５６年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、昭和６０年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成３年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成５年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成１２年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成１３年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成１４年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成１５年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成２０年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成２１年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成２２年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成２９年４月１日から一部改正施行する。 

この規約は、平成３１年４月１日から一部改正施行する。 

 

諏訪市スポーツ協会規則 内規 

◎役員 

会長、副会長、理事長は、就任時の年齢は、概ね 75 歳未満とする。 



別表 １ 

諏訪市スポーツ協会加盟各協会一覧表 

 

令和 6 年 4 月 1 日現在 

NO 協  会  名 NO 協  会  名 NO 協  会  名 

1 諏訪市野球協会 12 諏訪市剣道協会 23 諏訪市ゴルフ協会 

2 諏訪市バレーボール協会 13 諏訪市柔道協会 24 諏訪市ゲートボール協会 

3 諏訪市スケート協会 14 諏訪市弓道協会 25 諏訪市ボウリング協会 

4 諏訪市陸上競技協会 15 諏訪市空手道協会 26 諏訪市マレットゴルフ協会 

5 
諏訪市 

バスケットボール協会 
16 諏訪市グライダー協会 27 諏訪市カーリング協会 

6 諏訪市ソフトテニス協会 17 諏訪市ボート協会 28 諏訪市ペタンク協会 

7 諏訪市山岳協会 18 諏訪市テニス協会 29 諏訪市合氣道協会 

8 諏訪市バドミントン協会 19 諏訪市サッカー協会 30 
諏訪市 

ノルディックウォーキング協会 

9 諏訪市水泳協会 20 諏訪市セーリング協会 31 諏訪市ダンススポーツ協会 

10 諏訪市卓球協会 21 
諏訪市 

オリエンテーリング協会 
32 諏訪市太極拳協会 

11 諏訪市スキー協会 22 諏訪市ソフトボール協会   

 



 
 

  
 

 
 

  
 

  
     
     
     
     
     
     
     
     

  
     
     
    

 
     

 
 

 
 

 
  

  
  
  

 
 

 
  

  
   

  
 

 
 

 
 
 

   
 

  
    
 



 
 

 
 

 
 

 
  
   
  
   

 
   
 

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

  
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 


